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一般社団法人日本障害者カヌー協会 

ナショナルチームスタッフ選考規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本障害者カヌー協会（以下「本協会」という。）の競技力強化

事業において選手の強化及びスタッフの育成を行い、パラカヌーの競技活動の発展に重たる役割をもつ

候補者の選任に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（ナショナルチームスタッフの資格） 

第２条  

1. 本協会のナショナルチームスタッフは、次の要件を満たさなければならない。 

（１）協会に適用される法令に定められる会員の欠格事由に該当しないこと。 

（２）スポーツ分野、医科学分野、トレーナー分野、映像分析分野、カヌー強化活動に関する分野、

障害者の移動支援並びに生活支援等に関する分野、一つ以上において、専門的な知識や経験を有し

ていること、 

（３）健康であり、業務に支障がないこと。 

（４）遵法精神に富んでいること。 

（５）人格見識とも優れ、本協会活動に貢献し、かつ本協会発展に寄与する意思および資質を有す

ること。 

（６）本協会の活動に対する活動時間を確保できること。 

（７）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に定める暴力団員（以

下、「暴力団員」という。）及びその他の反社会勢力であったことがないこと。 

（８）競技関係スタッフとして競技関係スタッフ選考委員会において選出され、理事会で任命されたも

の。 

 

（ナショナルチームスタッフ選考委員会） 

第３条  

1. 理事会は、ナショナルチームスタッフの改選を行う理事会の相当期間前に、本協会のナショナルチー

ムスタッフ候補者およびその選考のため、ナショナルチームスタッフ選考委員会（以下、「委員会」と

いう。）を設置する。 

2. 委員会の構成員は理事会が決定する。 

3. 委員会に、次の委員を置く。 

① 委 員 3 名以上 5 名以下 

4. 委員は、理事、強化責任者、アスリート委員会委員長、有識者のうちから、代表理事が理事会の

承認を得て委嘱する。 

５．委員長は、委員の互選で決定する。 
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（委員会の開催） 

第４条  

1. 委員会は、委員長が招集する。ただし、他の委員が招集することを妨げない。 

2. 委員会の議長は、委員長が務める。ただし、委員長に事故あるとき又はやむを得ない事由により委

員長が欠席するときは、出席委員が協議の上、議長を定める。 

3. 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。 

4. 委員会への代理出席及び書面による委任は、いずれも認めないものとする。 

 

（ナショナルチースタッフ候補者の選出） 

第５条  

1. ナショナルチームスタッフ候補者は、強化責任者によって選出される。 

 

（ナショナルチームスタッフ候補者の決定） 

第６条  

1.  委員会は、前条に基づき選出された候補者から、強化活動の中心的役割に必要とされる人数を

選出する。この場合において、委員会は、ナショナルチームスタッフ候補者について、次の人員構成となる

ように努めるものとする。 

① 女性スタッフの割合を 30％以上とする。 

② 経験年数や実績を中心に選出することに追加し、スタッフの育成を重視してスタッフも選出す

る。。 

2.  委員会は、前項により選出された候補者からナショナルチームスタッフ候補者を選考し、ナショナルチ

ームスタッフ候補者名簿を作成し、理事会に答申する。ただし、前項により選出された候補者の人員が、

強化活動において不足すると判断されたときは、委員会は、定員に満つるまで、不足する人員を選考す

るものとする。 

3.  期中に欠員がでた場合によるナショナルチームスタッフ候補者の選考については、本規程によることを

要しないものとする。 

 

（ナショナルチームスタッフの決定） 

第７条  

1. 前条 2 項の答申を受けた理事会は、委員会の答申を尊重して、審議をおこない、ナショナルチーム

スタッフを決定する。 

 

（本規程の変更） 

第８条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。 

 



3 

 

付 則 

 

この規程は、2024 年 3 月 13 日から施行する。 

 


